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門
川
町
の
安
井
株
式
会
社
が
第
8
回
も
の

づ
く
り
日
本
大
賞
に
お
い
て「
九
州
経
済
産

業
局
長
賞
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た

　「
も
の
づ
く
り
日
本
大

賞
」
は
、
日
本
の
産
業
・

文
化
の
発
展
を
支
え
、
豊

か
な
国
民
生
活
の
形
成
に

大
き
く
貢
献
し
て
き
た
も

の
づ
く
り
を
着
実
に
継
承

し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て

い
く
た
め
、
も
の
づ
く
り

の
第
一
線
で
活
躍
す
る
各

世
代
の
う
ち
、
特
に
優
秀

と
認
め
ら
れ
る
方
々
を
顕

彰
す
る
制
度
で
す
。

　
今
回
、
宮
崎
県
産
業
振
興
機
構
の
推
薦
を
受
け

「
世
界
が
認
め
た
高
機
能
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
手
術

器
具
の
開
発
と
実
用
化
（
商
品
名
＝
コ
ウ
プ
ラ
イ

ト
）」
に
携
わ
っ
た
安
井
株
式
会
社
開
発
部
の
荒
殿

剛
部
長
、
波
田
野
真
人
課
長
、
佐
々
木
頌
祐
主
任
、

豊
田
優
子
さ
ん
の
4
人
が
、「
九
州
経
済
産
業
局
長

賞
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
か
ら
は
6
年
ぶ

り
の
受
賞
で
し
た
。

　
コ
ウ
プ
ラ
イ
ト
は
医
療
現
場
の
ニ
ー
ズ
を
も
と

に
、
安
井
株
式
会
社
が
独
自
に
開
発
し
た
自
社
ブ

ラ
ン
ド
第
一
号
の
医
療
機
器
と
し
て
、
２
０
１
６

年
11
月
に
販
売
を
開
始
し
、
現
在
は
国
内
だ
け
で

な
く
、
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
へ
販
路
を
拡

大
し
て
い
ま
す
。

寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

　
小
学
校
新
1
年
生

に
対
し
て
、
防
犯
及

び
交
通
安
全
等
に
役

立
て
て
ほ
し
い
と

県
北
生
コ
ン
協
同
組

合
様
か
ら
防
犯
ブ
ザ

ー
、
㈱
西
の
丸
様
か

ら
ラ
ン
ド
セ
ル
カ
バ

ー
、
ま
た
日
向
地
区

交
通
安
全
協
会
門
川

支
部
様
か
ら
「
か
ど

っ
ぴ
ー
反
射
キ
ー
ホ

ル
ダ
ー
」
の
寄
贈
が

あ
り
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
の
安

全
な
登
下
校
を
ご
支

援
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
こ
と
に
、
心
よ

り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　
早
速
、
町
内
各
小

学
校
の
新
１
年
生
に

配
付
し
、
安
心
・
安

全
な
登
下
校
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

新
入
職
員
紹
介

　
令
和
２
年
４
月
１
日
に
、
門
川
町
に
６
名
の
職

員
が
入
庁
し
ま
し
た
。

　
明
る
く
元
気
に
、
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う

頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
前
列
右
か
ら
】

　
黒
木
　
世
羅【
平
城
保
育
所
　
保
育
士
】

　
姫
野
　
眞
由【
町
民
課
　
主
事
（
町
民
窓
口
係
）】

【
後
列
右
か
ら
】

　
戸
越
　
奎
心【
建
設
課
　
技
師
（
管
理
係
）】

　
原
田
　
圭

　【
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
　
主
事
（
商
工
観
光
係
）】

　
佐
藤
　
滉
二
郎

　【
教
育
総
務
課
　
主
事
（
学
校
教
育
係
）】

　
黒
木
　
崇
博【
税
務
課
　
主
事
（
納
税
管
理
係
）】

県北生コン協同組合様より
防犯ブザー

㈱西の丸様より
ランドセルカバー

日向地区交通安全協会門川支部様より
反射キーホルダー
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Ｑ4．令和２年度当初予算は何に使う予定なの？
　今後、推進すべき重要政策として、下記の①～⑧の各事業に重点的に取り組みます。 財政事情の公表

令和２年度当初予算・令和元年度予算執行状況

令和２年度当初予算についての説明を、かどっぴーと一緒に見ていきましょう♫

一般会計　89億4,400万円　前年度比7,100万円増（0.8％増）

〈予算の基礎知識〉
Q1．予算ってなに？
　門川町では、福祉・教育・道路など色々な行政サービスをしています。どの仕事にどれくらいお金を使うのか
を、あらかじめ決めておく必要があります。そのため、１年間にどれくらいのお金が入ってくるのか、どのよう
にお金を使う予定があるのかを計画するものが「予算」となります。

Ｑ2．予算ってどうやってつくるの？
 　町民の皆様により良い生活を送っていただくために何をしたらよいか？を考え、予算の案を作ります。
作った予算案は、町議会に提出され、内容の審査を経た後に、町議会の議決を受けて決定します。１年間の年間
予算として当初に成立した予算を『当初予算』といいます。

　令和元年度の当初予算と令和２年度の当初予算を比較してみましょう。比較することで、その年度でどの分
野に予算を多く組んでいるかがわかります。

Ｑ3．門川町の予算はどれくらいあるの？

　門川町では、福祉、教育、道路・公園の整備などの行政サービスにかかるお金を【一般会計】として管理してい
ます。特定の収入（国民健康保険税、介護保険料、上水道料など）があるものについては、お金の出し入れを分か
りやすくするため、【特別会計】や【公営企業会計】として、お財布を分けて管理しています。

◆一般会計とは…町税や地方交付税などを財源として、福祉・教育・道路整備等の様々な分野の仕事を行う会
　　　　　　　　計であり、多くの事業やサービスを行っている会計
◆特別会計とは…国民健康保険や介護保険のように、特定の収入により特定の事業を行うため、一般会計と分
　　　　　　　　けて管理している会計（国民健康保険事業・後期高齢者医療・介護保険事業・簡易水道事業）
◆公営企業会計とは…地方公営企業法の適用を受けて、地方自治体が経営する会計
　　　　　　　　　　水道事業のように、その事業収入により経営を行う会計（水道事業会計）

予算は、１年間（４～３月）にどのくらいの収入や支出があるのかを計画するものなんだね。
予算には、一般会計、特別会計、公営企業会計という言葉が出てくるよ！

増減率

0.8%

▲0.7%

▲2.3%

6.5%

▲0.1% 

▲17.0%

4.9%

0.5%

増減額

7,100万円

▲3,122万円

▲5,472万円

2,833万円

▲265万円

▲218万円

2,848万円

6,826万円

令和元年度

88億7,300万円

44億4,570万円

23億7,912万円

 4億3,462万円

16億1,917万円

　　　1,279万円

5億7,529万円

138億9,399万円

令和２年度当初予算の比較

89億4,400万円

44億1,448万円

23億2,440万円

 4億6,295万円

16億1,652万円

1,061万円

6億 377万円

139億6,225万円

一般会計

　　　　　　　国民健康保険事業

　　　　　　　後期高齢者医療

　　　　　　　介護保険事業

　　　　　　　簡易水道事業

公営企業会計

総額（一般＋特別＋公営）

    

特別会計

水道事業会計
（収益的・資本的収支）

財
政
事
情
の
公
表

財
政
事
情
の
公
表

①農業・林業・水産業・商工業の地域産業の振興
●森林環境譲与税事業　485万円
　�　森林の整備及び促進に関する事業に森林環境譲与税
を活用します。�
●多面的機能支払交付金事業　1,468 万円
　�　農業者等の組織が取り組む活動に対して交付金を交
付します。

●水産業振興費事業　7,135 万円
　　漁業・水産加工業の振興のために各事業を実施します。
●産業振興券事業　556万円
　　プレミアム付産業振興券を今年度も販売いたします。

②子育て支援など地域福祉の充実
●母子父子福祉事業　7,021 万円
　�　子育て世代の経済的負担を軽減するため、中学校卒
業までの子どもを対象とする「こども医療費助成制度」
を継続して実施します。
●児童措置事業　7億 1,975 万円　
　�　地域のニーズ・計画に基づき給付・事業を実施します。
●企画調整事務事業　2,881 万円　
　�　持続可能な公共交通体系の形成に向け、昨年に引き
続き運行します。

③児童生徒の学力向上のための環境整備
●学力向上支援事業　2,629 万円
　�　習熟度別の少人数指導を行い学力の底上げを行います。
●適応指導教室事業　584万円
　�　不登校の児童生徒に対して教育相談・学習指導を行
います。

④安全・安心な町づくりのための防災などのインフラ整備
●新庁舎建設事業　12億 7,276 万円
　�　行政機能の充実、災害時の防災防災拠点施設の機能
を有する新庁舎建設事業に取り組みます。

●災害対策事業　7,498 万円　
　�　災害対策として、備蓄計画に基づく備蓄品や備蓄倉
庫の整備及び新庁舎建設事業に伴う防災関係機器の移
設に取組みます。
●道路新設改良事業　7,369 万円　
　�　曽根米ノ山線や元山小原線の道路を整備します。

⑤地域医療の充実
●一般管理事業　1億 224万円
　�　休日夜間の在宅当番医整備、日向市初期救急診療所
運営、二次救急医療体制整備、延岡市夜間急病センター
運営などの充実に努めます。
●健康増進事業、予防接種事業　7,470 万円
　�　特定健康診査、各種がん検診、予防接種の必要性を
周知し、受診率の向上を目指して疾病予防に努めます。

⑥観光資源を活用した産業経済・観光振興
●地域振興研究事業　4,338 万円
　�　場外車券売場周辺環境整備事業やふるさと納税事業
を推進し、住民と協働の町づくりを行います。
●観光費事業　5,361 万円
　�　乙島キャンプ場を整備し利便性を図ります。また門
川三大祭を支援し、観光客誘致を推進します。

⑦協働による町づくりの更なる推進
●地方創生推進関連事業　2,061 万円
　�　地方創生に対応した魅力あるまちづくりを行うた
め、「ブランディングプロジェクト事業」や宮崎大学と
共同で門川の魅力を内外にPRする「とびだせプロジェ
クト事業」に取り組みます。

⑧人と自然が共生した環境にやさしい町づくり
●公害対策事業　3,444 万円
　�　生活排水等の環境対策として、合併処理浄化槽の普
及促進を図り、転換に係る費用補助を行います。
●し尿処理維持管理事業　8,453 万円
　�　衛生センターの適正管理を行い、老朽化した施設の
修繕及び工事を行います。
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財
政
事
情
の
公
表

財
政
事
情
の
公
表

Ｑ5．門川町の収入はいくらあるの？
　収入（歳入）には、大きく分けて自主財源と依存財源の２つがあります。
①自主財源とは、門川町のような地方自治体が自主的に収入しうる財源のことです。
②依存財源とは、国・県の意思によって定められた額を交付される財源のことで、国・県支出金や地方債（借金）
　などがあります。

令和２年度当初予算主な自主財源

15億8,234万円

16億6,770万円

1億4,297万円

1億6,285万円

1億5,000万円

令和元年度当初予算

15億5,054万円

10億7,100万円

1億6,010万円

1億5,849万円

1億5,000万円

増減額

3,180万円

5億9,670万円

▲1,713万円

436万円

─　　　

増減率

2.1％

55.7％

▲10.7％

2.8％

─　　　

町　税

繰入金

諸収入

使用料及び手数料

繰越金

わたしたちの生活が
よくなるためには、
色々 な事業があるんだね！

①令和２年度の主な一般会計の収入（自主財源）について、前年度当初予算と比較しました。

令和２年度当初予算主な依存財源

20億9,000万円

9億1,816万円

7億864万円

9億8,720万円

令和元年度当初予算

20億9,000万円

8億8,208万円

7億1,442万円

15億6,260万円

増減額

─　　　

3,607万円

▲578万円

▲5億7,540万円 

増減率

─　　　

4.1％

▲0.8％

▲36.8％

地方交付税

国庫支出金

県支出金

町債（地方債）

②令和２年度の主な一般会計の収入（依存財源）について、前年度当初予算と比較しました。

依存財源は、総合計額51億2,069万円　（前年度比　9.4％減）となっています。（全体構成の57.2％）

自主財源は、合計38億2,331万円　（前年度比　18.8％増）となっています。（全体構成の42.8％）

国庫支出金
918,156千円
（10.3％）

自主財源
3,823,309千円
（42.8％）

依存財源
5,120,691千円
（57.2％）

県支出金
708,635千円

（7.9％）

町債
987,200千円
（11.0％）

その他 416,700千円(4.6%)

・地方消費税交付金　   　 
・地方譲与税
・環境性能割交付金　　　　　    　
・地方特例交付金
・配当割交付金
・交通安全対策特別交付金　  　　　　　 　
・株式等譲渡所得割交付金
・利子割交付金

310,000千円(3.5%)
 78,000千円(0.9%)
10,000千円(0.1%)
 8,000千円(0.1%)

  3,000千円(0.0%)
  3,000千円(0.0%)
  3,000千円(0.0%)
 1,700千円(0.0%)

その他 117,443千円（1.3％）

・分担金及び負担金 45,734千円（0.5％）
・財産収入　　　　　11,702千円（0.1％）
・寄附金　　　　　　60,007千円（0.7%）

繰越金
150,000千円

（1.7％）

諸収入
142,974千円

（1.6％）

繰入金
1,667,704千円

（18.7％）

歳　入 89億4,400万円

一般会計当初予算の構成

町税
1,582,335千円

（17.7％）

地方交付税
2,090,000千円

（23.4％） 使用料及び手数料
162,853千円

（1.8％）

Ｑ6．門川町の支出について教えてほしいな
　支出（歳出）には、大きく分けて目的別と、性質別の２つがあります。

令和２年度当初予算主な目的別経費

30億2,587万円

27億4,425万円

6億500万円

6億4,368万円

6億6,731万円

3億4,347万円

4億716万円

2億7,370万円

令和元年度当初予算

29億9,558万円

28億3,068万円

5億9,380万円

6億3,504万円

6億2,516万円

3億8,030万円

3億2,702万円

2億7,996万円

増減額

3,029万円

▲8,643万円

1,120万円

864万円

4,215万円

▲3,683万円

8,014万円

▲626万円

増減率

1.0％

▲3.1％

1.9％

1.4％

6.7％

▲9.7％

24.5％

▲2.2％

民生費

総務費

公債費

衛生費

教育費

土木費

消防費

農林水産業費

◆目的別とは・・・行政目的別ごとに分類されるもの（主に民生費、総務費、公債費等に分類）

令和２年度当初予算義務的経費

17億8,112万円

13億7,077万円

6億500万円

令和元年度当初予算

17億7,305万円

13億4,009万円

5億9,380万円

増減額

807万円

3,068万円

1,120万円

増減率

0.5％

2.3％

1.9％

扶助費

人件費

公債費

◆性質別とは・・・経費の性質ごとに分類されるもの（主に義務的経費、投資的経費、その他一般に分類）

※義務的経費とは、支出が義務付けられており任意的に削減できない経費のこと

令和２年度当初予算主なその他一般行政経費

13億7,350万円

6億1,785万円

3,212万円

令和元年度当初予算

12億6,196万円

7億3,387万円

2,313万円

増減額

1億1,154万円

▲1億1,602万円 

899万円

増減率

8.8％

▲15.8％

38.9％

物件費

補助費等

維持補修費

※その他の経費とは、義務的経費、投資的経費以外で係る経費のこと

令和２年度当初予算投資的経費

21億5,883万円

640万円

令和元年度当初予算

22億1,464万円

660万円

増減額

▲5,581万円

▲20万円

増減率

▲2.5％

▲3.0％

普通建設事業費

災害復旧費
※投資的経費とは、道路や橋、学校などの建設事業、災害復旧に係る経費のこと

その他 193,767千円（2.2％）

・貸付金
・積立金
・維持補修費
・投資・出資金
・予備費

60,040千円(0.7%)
54,504千円(0.6%)
32,123千円(0.4%)
32,100千円(0.3%)
15,000千円(0.2%)

その他 233,555千円（2.7％）

・議会費
・商工費
・予備費
・災害復旧費
・諸支出金
・労働費

94,154千円（1.1%）
118,002千円（1.3%）
15,000千円（0.2%）
6,395千円（0.1%）

3千円（0.0%）
1千円（0.0%）

性質別 89億4,400万円

目的別 89億4,400万円

人件費
1,370,767千円

（15.3％）

民生費
3,025,868千円

（33.8％）物件費
1,373,498千円

（15.4％）

一般行政経費
3,021,889千円
（33.8％）

義務的経費
3,756,891千円
（42.0％）

投資的経費
2,165,220千円
（24.2％）

普通建設事業費
2,158,825千円
（24.1%）

単独事業費
1,977,292千円

（22.1％）

災害復旧費
6,395千円
（0.1％）

補助事業費
181,533千円

（2.0％）

繰出金
836,773千円

（9.3％）

扶養費
1,781,124千円

（19.9％）

衛生費
643,682千円

（7.2％）

教育費
667,313千円

（7.5％）

公債費
605,000千円

（6.8％）

歳出合計
89億4,400万円

土木費
343,473千円

（3.8％）

農林水産業費
273,699千円

（3.0％）

消防費
407,156千円

（4.5％）

総務費
2,744,254千円

（30.7％）

公債費
605,000千円

（6.8％）

補助費等
617,851千円

（6.9％）
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令和元年度予算の執行状況

門川町  水道事業会計～令和２年度予算について～

令和元年度予算の平成31.4.1～令和2.3.31までの
執行状況は下表のとおりです。

水道事業は、「水道水を作るための予算」と「水道施設を整備するための予算」の
２つの会計に分けて運営しています。

◆収益的収入および支出【経営部門】
　（日々の営業活動に必要な経費）

◆令和２年度事業の主な取り組み
・老朽配水管布設替工事　　・浄水場残留塩素計及び濁度計更新工事　等

◆資本的収入および支出【建設部門】（水道管や浄水場などの工事）

収入  3億8,341万円

収入  2億510万円

支出  2億8,586万円

支出  3億1,791万円

収支差引1億1,281万円の不足額は、内部留保資金等で補てんします。
＊内部留保資金・・・減価償却費など、実際にお金の支出がない費用を計上することで生じた資金

【業務の予定量】
給水戸数…7,471戸／年間総給水量…2,250,000㎥

予算額

95億566万円

46億30万円

24億5,814万円

 4億5,564万円

16億7,665万円

1,259万円

収入済額（執行率％）

81億7,207万円（86.0％）

44億2,363万円（96.2％）

22億8,933万円（93.1％）

4億5,374万円（99.6％）

16億6,824万円（99.5％）

1,232万円（97.8％）

支出済額（執行率％）

72億9,323万円（76.7％）

39億3,262万円（85.5％）

20億1,731万円（82.1％）

 4億4,643万円（97.9％）

14億6,040万円（87.1％）

848万円（67.3％）

一般会計

　　　　　　　国民健康保険事業

　　　　　　　後期高齢者医療

　　　　　　　介護保険事業

　　　　　　　簡易水道事業

    

特別会計

区　分

収益的　収入

収益的　支出

資本的　収入

資本的　支出

予算額

3億5,909万円

2億9,146万円

1億4,898万円

2億8,383万円

執行済額（執行率％）

3億5,107万円（97.7％）

2億6,017万円（89.2％）

1億1,199万円（75.2％）

2億6,746万円（94.2％）

公営企業会計 水道事業会計
（収益的・資本的収支）

予算額に対しての収入額は80％以上、支出額は75～90％になっているよ。
公営企業も収入額は75％以上、支出額は90％以上になっているね。
※出納整理期間（令和2年4～5月）の収入・支出は含まれていません。

（出納整理期間とは、年度末までに確定した債権債務について現金の未収未
払の整理を行う期間のこと。）

水道料金収入
95%

企業債
62% 建設改良費

70%

減価償却費
41%

人件費
15%

動力費
11%

修繕費
8%

企業債利息
6%

委託料
7%

その他の経費
12%

企業債
償還金
30%補助金

20%

出資金
16%

その他の収入
5%

工事負担金等
2%

Ｑ7．家計簿に例えると、どれくらいになるの？
　ひと月の収入・支出（30万円）を例として、門川町の一般会計予算をあてはめて計算してみます。

Ｑ8．門川町の貯金残高と借金額を知りたいな
　令和元年度の町の貯金である基金、そして借金で
ある町債の状況を下表で説明します。
　基金については、令和元年度中に財政調整基金や
公共施設等整備基金などを取り崩した結果、総額43
億7,674万円となりました。
　町債については、地方交付税の代替措置である臨
時財政対策債が依然として大きい割合を占めてお
り、平成30年度末と比較して、1億703万円減額する
見込みです。臨時財政対策債など一部の地方債は、後
年度に地方交付税として戻ってくるので、実際の町
の負担は、借入残高よりも少なくなります。

※町民１人あたりの算出の人口は、平成30年度18,005人（H31．３．31 住民基本台帳人口）
令和元年度17,914人（R2.3.31 住民基本台帳人口）です。

元利償還金

うち元金償還

借入額

借入残高

うち臨時財政対策債

町民１人あたりの借入残高

令和元年度（見込）項目

5億7,413万円

5億3,917万円

6億7,674万円

58億5,166万円

30億711万円

32万6,652円

5億6,688万円

5億2,739万円

5億3,500万円

58億3,898万円

31億1,414万円

32万4,297円

平成30年度

【収入】

【町債の推移状況】

財政調整基金

公共施設等整備基金

新庁舎建設基金

ふるさと振興基金 

減債基金

社会福祉基金

土地開発基金

地域福祉振興基金

水産業振興基金

ふるさと農村活性化基金

環境整備基金

優良家畜導入基金

合　計

町民１人あたりの基金残高（貯金残高）

令和元年度基金の種類

17億6,150万円

14億1,899万円

6億8,000万円

1,500万円

1万円

112万円

1億9,875万円

2億2,734万円

2,042万円

1,052万円

1,509万円

2,800万円

43億7,674万円

24万4,319円

令和２年度収入の種類

パート収入
（分担金、負担金、手数料）

親からの援助
（国県支出金）

基本給（町税）

諸手当
（交付金、交付税）

ローンの借入
（町債）

預金引き出し
（繰入金）

不動産収入・利子
（財産収入、諸収入等）

前月の残り
（繰越金）

合　計

53,100円

84,000円

6,900円

54,600円

33,000円

56,100円

7,200円

5,100円

30万円

令和２年度
構成比

令和元年度
構成比

令和２年度 令和２年度
構成比

令和元年度
構成比

17.7％

28.0％

2.3％

18.2％

11.0％

18.7％

2.4％

1.7％

100.0％

17.5％

28.0％

2.7％

18.0％

17.6％

12.1％

2.4％

1.7％

100.0％

15億135万円

15億5,994万円

11億円

960万円 

1万円

112万円

1億9,875万円

2億2,731万円

2,042万円

1,052万円

1,585万円

2,655万円

46億7,142万円

25万9,451円

平成30年度

【基金の保有状況】（R2.３.31時点）

今年と去年の割合を比較してみよう！
収入面では、預金引き出しが増えて、ローン借入は減っているね！支出面では、食費等の
生活費が増えて、交際費や家の修繕、新築費用が減っているよ。

給

　料

【支出】

支出の種類

ローン返済（公債費）

医療費（扶助費）

食費、学費、生活費
（人件費、物件費等）

仕送り（繰出金）

交際費
（補助費等）

家の修繕、新築
（投資的経費）

預金（積立金）

その他

合　計

92,100円

59,700円

20,400円

27,900円

20,700円

72,600円

1,800円

4,800円

30万円

30.7％

19.9％

6.8％

9.3％

6.9％

24.2％

0.6％

1.6％

100.0％

29.7％

19.9％

6.7％

8.9％

8.3％

25.0％

0.5％

1.0％

100.0％
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　特定の活動に限って活動する消防団員で、消防団を引退した方などがその豊富な経験を生かして
消防団の活動に携わることができます。体力の問題や仕事の都合で訓練などに参加出来なくなって
しまっても無理のない範囲で活動できます。
　現在、募集を行っている団員、応募資格については次のとおりです。

基本団員としての要件に該当し、かつ、次のいずれかに該当する方を募集しています。
（１）	 基本団員の経験が１０年以上あり、年齢が７０歳未満の方
（２）	 機能別消防団員としての必要な知識・経験のある方
入団を希望する際は入団届の提出が必要となりますので、興味・関心のある方は、お気軽に門
川町役場総務課消防防災係までご連絡ください。
（お問い合わせ先）
　　門川町役場　総務課　消防防災係
　　電話　０９８２－６３－１１４０

大規模な災害があった時に出動し、住民の
避難誘導や避難所の運営などの活動を行う
ことを想定した団員です。

土砂崩れで車両が通れない・・・
そんな災害時に、バイクの機動性を活かし
て被害状況の確認や安全確認、救援物資の
運送などの活動を行うことを想定した団員
です。

５月24日(日)門川町一斉避難訓練の
延期についてお知らせします。

高齢者・障がい者世帯に、防災行政無線の
「戸別受信機」を無料でお貸ししています。

機能別消防団員を募集しています！

　広報かどがわ４月号でお知らせしました５月２４日（日）門川町一斉避難訓練は、新型コロナウィルス
感染症の拡大防止のため延期いたします。
　参加を予定されていた町民の皆様や、地区内での訓練を計画されていた地区役員の皆様には、ご迷惑
をお掛けしますが、何とぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
　改めて日時が決まりましたら、「広報かどがわ」にてお知らせいたします。

戸別受信機を設置すると・・・
・災害時の避難勧告などの緊急情報を、屋内で聞くことができます。
・雨や風の強い日でも、はっきりと聞こえます。

貸し出しの対象者は
町内に住民登録があり、かつ次のいずれかに該当する世帯
①　高齢者世帯　②　障がい者世帯　
③　昼間、夜間等一時的に高齢者、障がい者のみになる世帯　
④　屋外拡声子局からの放送を聴くことが困難な世帯

申し込み方法
貸し出しを希望される方は、役場総務課消防防災係まで、お気軽にご連絡ください。

電話０９８２－６３－１１４０
※在庫の状況により、貸し出しまでお時間をいただく場合があります。
※電波の受信状況によっては、外部アンテナの設置が必要となります。（無償で設置します。）

機能別消防団員とは・・・

応募資格について

大規模災害団員

消防バイク隊

　門川町では、「災害による人的被害ゼロ」を目指す取組を進めています。町民の生命・財産
を守るため、住民の防災意識の向上を目指し、災害に強く誰もが安全で安心して暮らせるまち
づくりを町民の皆さんと協働して、推進していきます。
　訓練、研修等のお問い合わせは、総務課消防防災係担当までご連絡ください。
　総務課消防防災係（電話６３－１１４０）

えびの市消防バイク隊「RED HAWK」
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令和２年度 門川町消防団退団式・辞令交付式が行われました
　令和２年度 門川町消防団退団式および辞令交付式が４月３日（金）に行われました。吉永前第２分団
長をはじめ 23 名の退団者に町長より感謝状が授与されました。長年の消防団活動へのご尽力、誠にあり
がとうございました。
　その後、江川武光団長より分団長１名、部長６名、新入団員 18 名（令和元年度途中入団者含む）に辞
令が交付されました。
　令和２年度門川町消防団幹部体制は下記のとおりです。本年度も消防団活動へのご理解とご協力をお願
いいたします。

消防団員募集中！
　門川町消防団では、団員を随時募集しています。18 歳以上で町内に居住し、若しくは勤務する方、近隣
の市町村に居住し消防団活動を行うことができる方であればどなたでも入団できます。
　消防団に入って、地域の安全と安心を一緒に守りませんか？興味のある方は、門川町役場　総務課　消防
防災係（☎ 63-1140）または管轄区域の部長までお問い合わせください。

※ 
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＜診療時間は午前９時～午後６時＞

日　時 医療機関名 電　話 住　所
５月３日（日）
憲法記念日
５月４日（月）
みどりの日
５月５日（火）
こどもの日
５月６日（水）
振替休日

５月10日（日）
第２日曜日
５月17日（日）
第３日曜日
５月24日（日）
第４日曜日
５月31日（日）
第５日曜日

桜ヶ丘ファミリークリニック

延岡共立病院(小児科のみ)

お倉が浜Kidsクリニック

ほうしやま子どもクリニック（小児科のみ）

丸山クリニック（小児科のみ）

松崎医院（小児科のみ）

おきしま小児科

大王谷こどもクリニック

（0982）28-2280

(0982)33-3268

(0982)66-7611

（0982）21-6551

（0982）21-6028

（0982）21-0001

（0982）33-0222

（0982）50-2000

延岡市夏田町414-1

延岡市山月町5丁目5679-1

日向市財光寺1737-1-1

延岡市船倉町1-1-7

延岡市博労町4-4

延岡市昭和町1-11-1

延岡市大貫町４丁目1338-1

日向市亀崎西2-155-1

令和２年４月１日現在消防団員数　　団長以下　323名（うち女性12名）

管　轄　区　域 人員 氏　名 階　級所　属 

本　部
消防音楽隊

本部・音楽隊・機能別団員
第一分団担当（１部・２部・３部）
第二分団担当（４部・５部・１３部）
第三分団担当（６部・７部・１２部）
第四分団担当（８部・９部・１０部・１１部）
町内全域

三ヶ瀬
松瀬、上井野
大内原、小松、大丸
小園、城屋敷、中山、五十鈴
南町１区・２区、南ヶ丘、平城西、平城東、本町、上町、城ヶ丘、梅ノ木
西栄町、東栄町、竹名、宮ヶ原、栄ヶ丘
旭町、尾末東、中尾、後向
下納屋
上納屋
加草１区・２区・３区・４区・５区
庵川西、須賀崎
庵川東、牧山、谷ノ山
中村

8

40
10
18
13
13
21
29
22
17
21
30
27
23
20
11

江　川　武　光
横　山　幸　三
飯　干　浩　行
奈　須　直　之
志　田　綾　彦
樫　本　貴　史
道　前　真　樹
山　口　秀　雄
黒　木　裕　也
久　米　佳　郎
吉　田　竜　也
黒　木　敬　太
大　山　　　剛
安　田　　　仁
黒　木　亮　二
小　野　洋一郎
宇都宮　堅　成
児　玉　大　良
後　藤　勇　哉
黒　木　翔　太
濵　田　真　伍
永　田　牧　也
川　﨑　直　朋

団　長
副団長
副団長
分団長
分団長
分団長
分団長
分団長
部　長
隊　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長

１部
２部
３部
４部
５部

１３部
６部
７部

１２部
８部
９部

１０部
１１部

第
一
分
団

第
二
分
団

第
三
分
団

第
四
分
団

←新入団員代表で辞令を
　受ける佐藤　滉二郎さん

←退団団員を代表し
　感謝状を受け取る
　吉永　徳典さん

　令和２年度の門川町職員採用試験を７月 12 日（日）に実施します。
　採用試験の実施要領につきましては、５月１日（金）より門川町役場前掲示板及び門川町のホームページに
掲示いたしますので、ご確認ください。
　採用試験の受験申込書は、５月１日（金）から門川町役場総務課職員係で配布いたします。郵便による請求
を希望する場合は、封筒の表に「門川町職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、140 円切手を貼付した宛
先明記の返信用封筒（角型２号）を同封のうえ、門川町役場総務課職員係（〒 889-0696　宮崎県東臼杵郡門川
町本町１丁目１番地）まで郵送してください。なお、郵送に要する往復の日数を十分考慮してください。
　受験申込の受付期間は５月 11 日（月）から６月１日（月）までとなっております。郵送の場合は６月１日（月）
までの消印のあるものに限り受け付けます。

　令和２年度の職員採用試験については、就職氷河期世代支援の一環として、「保育士」の受験可能年齢を、
　令和２年４月１日時点で満 45 歳以下の方（昭和 49 年４月２日以降に生まれた方）に拡大します。

（問い合わせ先）門川町役場 総務課 職員係　☎ 63-1140（内線 240）

令和２年度 門川町職員採用試験のお知らせ

国文祭・芸文祭公式 HP
　　　　　　情報発信中！

●応募資格
どなたでも応募できます！
（親子、グループ、団体の応募も可能です）
●応募規定
「ドライフーズ」をテーマにした料理
※「ドライフーズ」とは、乾物や保存食等を指します

●応募方法
応募用紙に必要事項を記入し、１人分の料理を盛り
付けた写真（イラスト）を添付して提出してください。

●応募期間
受付中～令和２年６月30日（火）まで
応募用紙は社会教育課に置いてあります。
ホームページよりダウンロードも可能です。

●選考方法
・一次審査：審査員による試食審査
・二次審査：「ドライフーズサミット」会場での
一般投票による試食審査を実施予定です。

●その他
応募作品の著作権は門川町に帰属するものとし、
門川町が発行する印刷物等で使用することがあ
りますので予めご了承ください。
個人情報につきましては、当コンテスト以外の
目的では使用しません。

開催日：令和２年10月31日（土）～11月１日（日）

イベント（その5）

門川町教育委員会　社会教育課
TEL 0982-63-1140（内線266）
E-mail：kbs2020@town.kadogawa.lg.jp

【問】門川町教育委員会　社会教育課
TEL 0982-63-1140（内線266）
E-mail：kbs2020@town.kadogawa.lg.jp

ドライフーズを使ったワークショップや、ドライフーズを作るワークショップを開催します。
詳細が決定次第お知らせいたします。

たくさんのご来場をお待ちしております★

事業名
「ドライフーズサミット」

★ワークショップの開催

ドライフーズアレンジ
レシピコンテスト レシピ募集!!

テーマは
ドライフーズ

今年 秋に国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されます！
門川町主催イベント「ドライフーズサミット」の内容をご紹介します！

お問合せ・
お申し込み先

今年 秋に国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されます！
門川町主催イベント「ドライフーズサミット」の内容をご紹介します！
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かどがわちょうりつとしょかん

新刊・話題の本
　　　　　　　　　　　≪一般書≫
【文芸書】
★クスノキの番人………………………………東野 圭吾／著
★三年長屋………………………………………梶 よう子／著
★天稟(てんぴん)………………………………幸田 真音／著
★MISSING～失われているもの～……………………村上 龍／著
★よその島………………………………………井上 荒野／著

【実用書】
★海釣り完全BOOK……………………………山口 充／監修
★野菜はくすり………………………………村田 裕子／監修
★女の子が知っておきたい卵子のハナシ。………浅田 義正／著
★さよさんの「物の減らし方」事典……………小西 紗代／著
★ビジュアルパンデミック・マップ…サンドラ・ヘンペル／著

≪児童書≫
【読み物】
★まっしょうめん!3胴を打つ勇気…………あさだ りん／作
★ブラウン神父呪いの書……………ギルバート・キース・チェスタトン／作
★ちょきんばこのたびやすみ………………村上 しいこ／作

【絵　本】
★りんごだんだん………………………小川 忠博／写真・文
★きょうりゅうたちのおーっとあぶない………マーク・ティーグ／絵
★ごんべえだぬき…………………………………川端 誠／作

【調べ物】
★海のプラスチックごみ調べ大事典………保坂 直紀／著
★やっぱり しごとば……………………鈴木 のりたけ／作
★ふかふかパンのひみつ………ひさかたチャイルド／出版

利用時間 （火～金曜日） 午前10時～午後７時
（土・日・祝）　 午前10時～午後５時 休館日 毎月1日(図書整備日)、毎週月曜日、

年末年始、特別整理期間(年1回)

図書館バッグの貸出を停止しています
　新型コロナウィルス感染拡大予防のため、図書館
バッグの貸出を停止しています。図書館の資料を借
りられる際には、お持ち帰り用の袋をご準備いただ
きますようお願いいたします。
※袋をお持ちでない方には、
　ビニール袋を提供しています。

図書館での水分補給について
　図書館では、熱中症予防など健康への配慮として、
１階の休憩コーナーに限り水分を摂ることができ
ます。冷水機も設置してありますので、どうぞご利
用ください。

～利用者のみなさまへお願い～ 
○水分は、水筒やペットボトルなど、蓋が付いてい
　る容器に入れて持ち込んでください。
○水分の入った容器を、机や書架などの上に置かな
　いようお願いいたします。（飲み終えたら、容器を
　カバンにしまってください）
○冷水機の水を、容器に移し替えて持ち帰ることは
　ご遠慮ください。
○休憩コーナーでは、大きな声でおしゃべりをした
　り、ソファーに寝転がったりしないようにしまし
　ょう。

利用者カードを忘れたときは？
　「本を借りようと思ったけど、利用者カードを忘
れてしまった…」ということはありませんか。
　そのような場合は、カウンターで「利用者カード
不携帯確認票」を記入していただきます。確認票に
記入していただいた情報と図書館に登録されてい
る情報を照合して、貸出をします。情報が一致しな
い場合は、身分証明書（免許証、保険証、生徒手帳な
ど）をご提示いただきます。
　利用者カードは、大切に保管しましょう。

紙芝居をご利用になってみませんか
図書館には、約400冊の紙芝居があります。乳幼児向けの物
語、昔話、季節の行事など、さまざまな作品を揃えています。
１枚ずつ場面を抜きながら演じる紙芝居は、絵本の読み聞
かせとは違った味わいがあり、ご高齢の方にも多く利用さ
れています。
紙芝居は、本と同じように５冊まで
２週間貸出ができます。この機会に
手に取ってみられませんか。

新しい雑誌が入りました
　これまで購読していた『ＣＨＡＮＴＯ』が休刊となった
ため、令和２年５月号より『ＥＳＳＥ』（女性向けの生活情
報誌）を新規購読することとなりました。ご来館の際は、ど
うぞご利用ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、「心の杜」を含む町有公共施設を長期の休館として
おります。予定では５月７日（木）から開館となっておりますが、営業再開後も、感染拡大防止の
ため、いくつか対策をさせていただきます。

　ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
　また、今後も臨時休館となることもあります。町のホームページに掲載しますので、ご確認く
ださい。

かどがわ温泉 心の杜
〒889-0602
門川町大字庵川1942番地
TEL 0982-63-7780

営業時間：10時～22時
レストラン：11時～21時

（ラストオーダー：20時30分）
定休日：毎月第2月曜日（祝日等により変更有）

●体調の悪い方の入館はご遠慮ください。　●手指の消毒を行ってください。
●「密閉、密集、密接」を防ぐための対応として、施設の利用を一部制限等させていただきます。
●館内を定期的に換気させていただきます。

参加者

募集

☆自分や家族の健康のために☆

料理も

学べる

仲間も

できる

とまと教室では、栄養バランスのとれた料理はもちろん、食育

や健康づくりに関するさまざまな内容を学ぶことができます。

料理を習いたい方、自分の食生活を見直したい方、ヘルスメ

イトとして活動したい方大募集です。

楽しい時間を通してたくさんの仲間をみつけましょう!!

食の

疑問も

聞ける

同じ内容で６回コース×２回（前期と後期）開催します。

日　程

前期：初回は、６月３日（水）

（6/12,  6/26,  7/10,  8/7,  8/21）

後期：初回は、９月11日（金）

（9/30,  10/9,  10/30,  11/13,  12/4）

時間　午前９：３０～午後１：３０

場所　中央公民館　１階会議室・調理室

対象　町民（男性の方も大歓迎です♪）

定員　各１8名（先着順）

費用　無料

募集〆切　5月22日(金)まで!!

申込み先 門川町役場 町民課 健康づくり係

※新型コロナウイルス感染の動向により、開催を延期・見送る場合があります。

かどがわ温泉 心の杜

【入場料】

大人…520円　中学生…310円
４歳～小学生…200円
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令和２年度の門川町における発注予定の工事を、下記のとおりお知らせします。

１. ここに掲載した内容は、公表時点において門川町が発注を予定している工事です。（予定価格 250 万
円を超えると見込まれる工事）

２. 公表日現在において、工事に必要な土地等の取得、関係者等の協議、調整が未了であるなどの理由に
より工事実施が未確定のものについては、含まれていません。

３. 掲載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、又は掲載
されてない工事が発注される場合があります。

４. 掲載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合があります。    
＊入札結果はホームページにより閲覧できます。

【お問い合わせ先】財政課　契約管理係　電話：63-1140（内線 261）
※工事内容等につきましては、各担当課へお問い合わせください。

令和2年度公共工事の発注予定について

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

工事名称
門川町新庁舎入退室管理設備工事
門川町新庁舎議場システム工事
門川町新庁舎サイン工事
門川町新庁舎ブラインド工事
門川町新庁舎災害対策室映像音響設備工事
道 路 維 持 工 事
道 路 維 持 工 事
排 水 路 整 備 工 事
曽根米ノ山線道路改良工事
庵 川 東 住 宅 解 体 工 事
西ノ山団地貯水槽改修工事
平城団地屋根改修工事
都市公園フェンス工事
新庁舎建設に伴うダム機器移設工事
庵 川 西 井 堰 改 修 工 事
林 道 維 持 舗 装 工 事
浄水場濁度計更新工事
土橋農高線減圧弁設置工事
県道遠見半島線配水管布設替工事
国道 10 号横断配水管布設替工事
県道土々呂日向線配水管布設替工事
庵川東地区配水管布設替工事
衛生センター各配管取替工事
衛生センター返送汚泥ポンプ取替工事
衛生センター NO.2 雑排水ポンプ取替工事
消 防 団 第 3 部 機 庫 新 築 工 事
消防団第 3 部機庫土地造成工事
防災行政無線移設工事
宮崎県総合防災情報ネットワークシステム移設工事 
灯油ボイラー更新工事
浴室フロントサッシ窓改修工事
プール循環ろ過ポンプ更新工事
体育館屋根等雨漏れ修繕工事
心の杜公園遊具整備工事
愛宕山公衆トイレ設置工事
乙 島 バ ン ガ ロ ー 修 繕 工 事
小学校トイレ洋式化改修工事
中学校トイレ洋式化改修工事
中学校体育館屋根改修工事
門川町総合文化会館舞台吊物ワイヤー取替工事
門川勤労者体育センターアリーナ照明更新工事 

工事場所
平城東
平城東
平城東
平城東
平城東
町内
町内
町内
庵川

庵川東
下納屋
平城東
平城西

本町、平城東
庵川西
川内
小園

五十鈴
加草
加草

宮ヶ原
庵川東
五十鈴
五十鈴
五十鈴
丸口
丸口

門川町役場
門川町役場

心の杜
心の杜
心の杜
心の杜

心の杜公園
愛宕山
乙島

門川小、草川小、五十鈴小
門川中

西門川中
南町

宮ヶ原

期間（約ヶ月）
6
6
7
3
6
4
4
4
6
4
4
3
3
4
3
2
4
4
5
3
5
4
5
5
5
3
2
6
6
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
4

工事種別
電気
電気

建築一式
建具
電気
舗装
舗装

土木一式
土木一式
土木一式
水道施設
建築一式
建築一式
電気通信
土木一式

舗装
管

水道施設
水道施設
水道施設
水道施設
水道施設
鋼構造物
機械器具設置
機械器具設置
建築一式
土木一式
電気機械器具設置
電気機械器具設置
機械器具設置

建具
機械器具設置

防水
造園

建築一式
建築一式

管
管

建築一式
電気

機械器具設置

工事概要
新庁舎建設に係る電気設備工事一式
新庁舎建設に係る電気設備工事一式
新庁舎建設に係る各種案内板や室名表示等整備
新庁舎建設に係る建具工事一式
新庁舎建設に係る電気設備工事一式
舗装工事
舗装工事
排水路整備工事
土工、法面工、擁壁工、排水工、舗装工
庵川東住宅 4 棟及び付属建物の解体工事
高置水槽方式から加圧給水方式への改修工事
屋根及び樋の改修工事
公園フェンスの改修工事
門川防災ダム関連機器 N=1.0 式
井堰改修
舗装工
浄水場濁度計更新 3 基
減圧弁設置 1 基
HPPE φ 150 Ｌ＝ 445 ｍ
HPPE φ 150 Ｌ＝ 45 ｍ
ＤＩＰ－ＧＸφ 200 L=550m
HPPE φ 75 Ｌ＝ 440 ｍ
各配管の取替
返送汚泥ポンプの取替
雑排水ポンプの取替 
第 3 部機庫新築
土地の造成
防災関係機器の移設
防災関係機器の移設
既設灯油ボイラーの老朽化に伴う真空式温水ヒーター 2 基の入替工事 
サッシの腐食部及び天窓ワイヤー断裂部の修繕工事
プール循環に使用するろ過ポンプ等の老朽化に伴う更新工事
体育館の屋根及び南側サッシ部、本館北側壁のクラックによる雨漏れ修繕工事 
心の杜公園の劣化した遊具部品の整備工事
既設トイレの解体及び新設
バンガロー 6 棟の修繕
和式便器を洋式に改修
和式便器を洋式に改修 
屋根鋼板の改修
舞台の音響反射板他重量吊物ワイヤー取替
アリーナの照明 30 灯を LED に更新

発注予定時期（４半期）

2
2
2
3
2
1
2
1
1
1
2
2
1
3
3
1
2
2
3
3
2
1
1
2
2
3
3
3
3
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
3
3

担当課
新庁舎建設室
新庁舎建設室
新庁舎建設室
新庁舎建設室
新庁舎建設室
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課

農林水産課
農林水産課
農林水産課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課

総務課
総務課
総務課
総務課

まちづくり推進課
まちづくり推進課
まちづくり推進課
まちづくり推進課
まちづくり推進課
まちづくり推進課
まちづくり推進課
教育総務課
教育総務課
教育総務課
社会教育課
社会教育課

○量水器取替について
　環境水道課では、適切な水道使用量を測るため、計量法に基づき量水器が検定有効期間の８年に近づいたも
のを順次取替交換を実施しています。
○量水器取替の内容
　取替作業の内容は、平成 25 年に設置した量水器を撤去し、新しい量水器の設置を実施します。取替業は下
表事業者が実施します。
○取替費用について
　量水器取替費用につきましては、門川町が負担します。また、取替作業の際に量水器の接続部品等の劣化・
腐食・破損等が見つかりましたら、取替を要請する場合があります。量水器以外の部品交換の場合は契約者負
担になる場合もありますので事前にご相談いたします。
○取替事業者

○取替期間
　令和２年５月 11 日～令和２年８月 31 日（時間 8:30 ～ 17:00）
○その他
　・ 取替事業者は町が発行する「門川町環境水道課委託事業者証」を携帯していますので、必要があれば提出

を求めてください。
○お問い合わせ先
　門川町役場　環境水道課　電話 （代）63-1140（内線 281） （直）63-7678

　門川町では、「単独槽・汲み取り槽から合併処理浄化槽へ切り換え」に対して予算の範囲内で補助を行います。 
　補助対象となる建物は専用住宅 ( 建替え家屋も含む )、事業所等です。また、補助申請を行う場合は一度環
境水道課までご連絡いただきますようお願いします。

単独槽・汲み取り槽から合併処理浄化槽への切り換え(転換)補助について

～水道使用契約者の皆様へ～　水道用量水器取替実施のお知らせ

事　業　者　名

１

２

３

４

５

富高工務店

小松設備

請関水道設備工業

叶設 ( きょうせつ )

小泉管工事工務店

電 話 番 号 取　替　地　区

63-4882

63-7235

63-1286

95-0655

63-1251

五十鈴、中山、栄ヶ丘、平城西、梅ノ木

平城東、平城西、城ヶ丘、須賀崎、庵川西、庵川東、竹名、牧山

小園、中村、加草１区、加草２区、加草３区、加草４区、加草５区、南町１区、南町２区、大原

東栄町、西栄町、宮ヶ原、平城西、本町、南ヶ丘

城屋敷、上町、本町、旭町、尾末東、後向、中尾、下納屋、上納屋

( 例 .1) 既設槽から合併浄化槽への転換

●補助対象家屋及び補助金額

※ 申請前に既設槽が完全撤去されている場合は対象外。　※ 建て替え前の現場確認 ( 役場担当者立ち会いのもと ) が必要。

問い合わせ先 ：門川町環境水道課 環境係　TEL：0982-63-1140 ( 内線 :286)

単独槽からの転換については、単独槽を完全撤去する場合さらに撤去・処分費用を助成します。( 上限９万円 )

単独槽・汲み取り槽 合併浄化槽 単独槽・汲み取り槽

浄化槽人槽

新築家屋

５人槽

対象外

452,000 円汲み取り槽から合併
処理浄化槽への転換

単独槽から合併処理
浄化槽への転換

転換家屋
建て替え家屋

転換家屋
建て替え家屋

452,000 円＋
単独槽撤去処分費
（上限 9 万円）

７人槽

対象外

534,000 円

534,000 円＋
単独槽撤去処分費
（上限 9 万円）

10 人槽

対象外

668,000 円

668,000 円＋
単独槽撤去処分費
（上限 9 万円）

既存家屋

建て替え

合併浄化槽

( 例 .2) 既存家屋の建替えと共に既設槽を
合併浄化槽へ転換



町 営 住 宅 入 居 者 募 集 令和 年 月 日募集

次の町営住宅の入居者募集を行います。

団地名 階数・規模 間取り 建設年度 改修年度 家賃 円 月 募集戸数 所在地

栄ケ丘①

（ 階建）

階 洋式水洗

（ 人以上）
洋 畳・和 畳・

～
戸 栄ケ丘

※１．世帯が 人（妊娠中も含む）以上の入居者に限ります。また、お 人での入居の場合は 歳以上等の制限がありま
す。

※２・家賃は、収入、住宅の建設年数、広さ、立地条件等を加味し、上記範囲内で入居者ごとに決定されます。ただし、裁
量階層での入居の場合は、所得により上記家賃の上限を超える場合があります。

※３．入居時に敷金（家賃の 倍）が必要です。
※４．家賃の他に共益費等が必要です。
※５．入居希望者が募集戸数を超えた場合には、抽選により選考します。

◆申込説明会◆ ※申込書を配布し、必要書類の説明をします。（代理出席可）
日 時：令和 年 月 日（木７ ） 午後 時～
場 所：門川町役場 南別館１階 第１会議室

◆申 込受 付◆
日 時：令和 年 月 日（木）～令和 年 月 日（月）まで
場 所：門川町役場 西別館１階 建設課 建築住宅係 ℡ 内線

各日、午前 時 分～午後 時 分まで（ただし、土日祝祭日は除く）

◆抽 選◆
日 時：令和 年 月 日（金）（予定） ※申込者には資格審査後、日時場所を通知します。
場 所：門川町役場 南別館１階 第１会議室（予定）

＝申込資格＝

（下記の条件を満たすことが必要です。）

①原則として現在同居し、または同居しようとする親族がある方。
②現在、住宅に困っている方 （原則として、現在公営住宅に住んでいる方、持ち家のある方は申込できません）。
③収入が公営住宅入居資格収入基準以下であること。
④住民税等（町に納めるべき税金全般）を滞納していないこと。
⑤令和 年 月 日時点で町内に居住し住民登録しているか、または町内に勤務している方。
⑥結婚予定者は入居可能日までに入籍できる方。
⑦入居申込者または同居しようとする親族が暴力団員及びその関係者でないこと。

◎収入早見表（収入のある方が１人の場合の目安です。）
【給与所得者の場合】 ※税込の年間総収入金額。源泉徴収票では支払い金額欄になります。 （単位：円）
申込者以外の同居親族及び扶養親族の数
人 人 人 人 人 人 人

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

【事業所得者の場合】 ※税込の年間総収入金額。源泉徴収票では支払い金額欄になります。 （単位：円）
申込者以外の同居親族及び扶養親族の数
人 人 人 人 人 人 人

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

下段の基準は

◇ 障害者世帯（入居者または同居者が ～ 級の身体障害者、 ～ 級の精神障害者、重度または中度の知的障害者である世帯）

◇ 高齢者世帯（入居者が 歳以上の方であり、かつ同居者のいずれもが 歳以上の方、または 歳未満の方である世帯）の方が対象となります。

◇お問合せ先◇ 門川町役場 建設課 建築住宅係 ℡ 内線

募集日程

令和２年度 狂犬病予防注射について

令和２年度 狂犬病予防注射日程表

※平日に都合が
　悪い方は近く
　の会場をご利
　用ください。

月 日 曜 日

5/13 （水）

5/14 （木）

地 区 名 会 場 時 間

 8:50～9:05

 9:15～9:25

 9:35～9:45

9:55～10:05

10:15～10:30

10:40～10:55

11:05～11:20

13:30～13:45

13:55～14:10

14:20～14:40

14:50～15:05

 9:00～9:10

 9:30～9:50

10:05～10:15

10:25～10:35

10:45～10:55

11:05～11:15

13:40～14:00

14:10～14:25

14:35～14:55

15:05～15:20

15:30～15:40

加草2区公民館

大船集会場

中村公民館

竹名公民館

東栄町公民館

西栄町公民館

宮ヶ原公民館

中山集落センター

小園公民館

城屋敷多目的研修センター

五十鈴営農集落センター

松瀬集落センター

三ヶ瀬多目的集会施設

西門川郵便局横広場

大内原多目的集会施設

小松公民館

丸口バス停前

牧山公民館

庵川東多目的研修施設

庵川西公民館

須賀崎公園

草川地区公民館

加草1～2区

大迫

中村

竹名

東栄町

西栄町

宮ヶ原

中山

小園

城屋敷

五十鈴

松瀬

三ヶ瀬

上井野

大内原

小松

大丸

牧山・谷ノ山

庵川東

庵川西1～6丁目

須賀崎1～6丁目

加草3～5区

月 日 曜 日

5/10 （日）

5/12 （火）

地 区 名 会 場 時 間

  8:30～8:45

 8:55～9:10

 9:30～9:50

10:10～10:25

10:35～10:45

10:55～11:10

11:20～11:40

11:50～12:05

 8:50～9:00

 9:10～9:20

 9:30～9:40

 9:50～10:00

10:10～10:20

10:30～10:40

10:50～11:05

13:30～13:40

13:50～14:00

14:10～14:25

14:35～14:45

14:55～15:05

15:15～15:25

15:35～15:55

役場西別館入口前

南ヶ丘公民館

西門川郵便局横広場

平城西集会場

東栄町公民館

宮ヶ原公民館

庵川西公民館

草川地区公民館

南ヶ丘公民館

古川公民館

南町2区公民館

上町公民館

本町児童公園

旭町公民館

下納屋公民館

上納屋公民館

尾末東公園

平城東集会場

平城西集会場

梅ノ木地区集会所

栄ヶ丘公園

城ヶ丘公園

南ヶ丘

南町1区

南町2区

上町

本町

旭町

下納屋

上納屋1～3区

尾末東

平城東

平城西

梅ノ木

栄ヶ丘

城ヶ丘

　犬の登録ならびに狂犬病予防注射を下記のとおり実施しますので、最寄りの会場に犬を連れてお越しく
ださい。    
　令和元年度から注射料金が300円値上りしておりますので、ご注意ください。
　登録を済まされていない方もこの機会に登録・予防注射を済ませていただくようお願いします。
　なお、地区の指定をしていますが、都合の悪い方はどの会場でも受けられますのでご利用ください。

【登録・狂犬病予防注射に関する費用】    
　　（１）新規登録の犬の場合（6,300円）    
　　　　　　登録手数料 3,000円（登録は生涯１回のみです。） 
　　　　　　狂犬病予防注射手数料 3,300円
　　（２）登録済みの犬の場合（3,300円）　※案内のハガキを必ず持参ください。
　　　　　　狂犬病予防注射手数料 3,300円
※動物病院で受けても同じ料金です。指定日の都合の悪い方は動物病院で受けてください。
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令和元年度  住民基本台帳を閲覧した団体を公表します

＊住民基本台帳法第11条第３項及び第11条の２、第12項の規定により、閲覧した団体を公表します。
〈お問い合わせ先〉町民窓口係　☎63-1140(内線222）

住民基本台帳閲覧申請者 請求事由 閲覧年月日 閲覧範囲

自衛隊宮崎地方協力本部長 令和元年５月20日
自衛官及び自衛官候補生の募集に伴う
広報のための対象者抽出

平成９年４月２日～平成10年４月１日、平成13
年４月２日～平成14年４月１日の間に生まれた
日本国籍を有する男女

住所が「大字加草481～2500番地」にある18歳以
上の日本国籍を有する男女　

一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷　伸次

令和元年８月９日2019年度　人権に関する意識調査

22広報　　　　５月23 広報　　　　５月

ETC車載器設置費補助事業（中型車以上）のお知らせ

門川町住宅リフォーム商品券を販売します！
1枚5万円の住宅リフォーム商品券が4万2500円で購入できます

まちづくり活動を応援します！
門川町がんばる地域応援事業（補助金）交付団体募集のお知らせ

　宮崎県北部広域行政事務組合では、中型車以上（※）の車両にＥＴＣ車載器を新たに設置する場合に、設置
費用の一部を助成しています。
※軽自動車・普通自動車は該当になりませんのでご注意ください。
申請期間：令和２年４月１日～令和３年３月 26 日まで（予算が無くなり次第終了）　
補助金額： 車両１台あたり ETC 車載器の購入等に要した経費（消費税は除く。）の２分の１以内（100 円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、車両１台あたりの上限額を ETC1.0 の場合は 5,000
円、ETC2.0 の場合は 15,000 円とする。

申請書類：ひむか共和国ホームページに掲載しています。
補助対象者：次の条件を全て満たすことが必要です。
　① 宮崎県北部広域行政事務組合を組織する市町村（東臼杵郡・西臼杵郡・日向市・延岡市）に住民登録をし

ている個人又は事務所等を有する法人
　②  ETC 車載器を設置する車両の自動車検査証の使用者として記載されている氏名又は名称と補助金の交付

を受けようとするものの氏名又は名称が同一であること。ただし、法人等の場合は、補助対象となる車両
を事務組合を組織する市町村の事務所等において管理していること。

　③市町村税を滞納していない個人又は法人等
　④ 平成 31 年４月１日から令和３年３月 26 日までに ETC 車載器を購入、取付け及びセットアップを行った

個人又は法人等。
対象とならないもの
　①中古品の設置
　②既に取り付けている ETC 車載器の新品への交換
　③高速道路利用における車種区分で「軽自動車等」・「普通車」に分類されるものに設置した場合
　④ 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第２条第２号若しくは第６号に該当する場合又は暴力団

員と密接な関係にある者が設置した場合
　⑤購入期間（平成 31 年４月１日から令和３年３月 26 日）外に購入及びセットアップしたもの

【お問い合わせ先】延岡市役所高速道対策課　☎ 0982-22-7045 または門川町役場 建設課　☎ 63-1140（内線 287）

■販売期間 
　令和 2 年 6 月 1 日（月）～令和 2 年 10 月 30 日（金）
　9 時～ 16 時（土日祝日は除きます）
　※ 販売枚数に限りがあり、完売次第、終了となり

ます。
■販売場所
　門川町商工会（門川駅構内 APIO）
■購入限度額
　 一世帯あたり 100 万円。ただし、年度内に一回

限りの購入になります。
■対象工事
　 10 万円以上の工事が対象になります。ただし、

商品券購入前の着工は対象となりません。
　※築１年以上の住宅から対象となります。

○リフォーム商品券の対象になるもの
・住宅の増改築
・屋根の葺き替え、塗装
・外壁の張替え、塗装
・玄関、窓サッシの取替え
・風呂、洗面台、トイレ等の取替え など

※リフォーム施工業者になるには事前に登録する必要があります。
　くわしくは、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】門川町商工会　☎63-1514　門川町役場建設課 建築住宅係　☎63-1140(内線247)

■購入に必要なもの
　①門川町リフォーム商品券購入申込書
　( 商工会、役場建設課に備え付けるほか、町のホームページか

らダウンロードできます。)
　②リフォーム工事見積書
　③リフォーム工事施工前の写真
　④運転免許証または住民票など、住所が確認できるもの
　⑤土地・家屋名寄帳
　⑥購入代金
■商品券が購入できる方
　① リフォームを予定している住宅の持ち主で、そ

こに居住している町民の方が原則。
　②町税等を滞納していない方。
　③自宅として築 1 年以上の住宅を所有している方。
　④ 自宅と店舗や事務所が一体となっている住宅

は、居住している部分（総延べ床面積で 1/2 以
上が居住部分であること）

×リフォーム商品券の対象にならないもの
・クーラー等の電化製品の購入、取替え
・ケーブルテレビ、インターネット等の配線工事
・防犯のための設備以外の外構工事
・町など他の助成制度があるもの

　門川町では、住民主体で取り組むまちづくり活動を応援するため、「門川町がんばる地域応援事業」を実施
します。
　昨年度につきましては、3 団体がこの補助金を活用し、事業を実施しております。
　まちづくり活動をやってみたい、もっと充実させたいと思っているあなたのご応募をお待ちしております。

【応募事業】
　次の項目に該当し、営利を目的としない事業が対象です。
　（１）産業・ものづくりの振興に関する事業
　（２）観光振興に関する事業
　（３）芸術・文化・スポーツや生涯学習の振興に関する事業
　（４）健康・福祉の推進、子どもの健全育成推進に関する事業
　（５）その他、地域の活性化に資すると町長の認める事業

【補助内容】
　支援対象経費が 15 万円以内のものについては 10 分の 10 を補助し、15 万円を超えるものについては、超え
た額の２分の１の額を加算した額を限度とします。（1,000 円未満の端数がある場合は、当該端数は切捨てます。）
　ただし、１事業あたりの補助の上限は 25 万円とします。

　　例：支援対象経費 20 万円の場合
　　　　200,000 － 150,000 ＝ 50,000　50,000 × 1/2 ＝ 25,000 円　
　　　　150,000 + 25,000 ＝ 175,000   175,000 円が補助額となります。

【補助期間】
　年次計画で実施する事業は、３ヵ年を限度として補助します。ただし、３年経過後、審査会において特に延
長が認められれば、２ヵ年延長できます。

【応募資格】
　町内を拠点とする団体・グループで、政治・宗教等を目的としない団体
　※一般の事業所も本事業の目的に添えば、利用可能です。

【応募期間】
　令和 2 年 5 月 1 日（金）～令和 2 年５月 29 日（金）
※昨年度に引き続き補助金を受けようとする団体も申請が必要です。

【事業の決定について】
　審査会にて、各団体より事業の説明をしてもらい、公共性や有益性を加味し、審査会により補助事業の決定
をおこないます。審査会については、６月を予定しています。

【お問い合わせ先】
　まちづくり推進課　企画政策係 0982-63-1140（内線 291）

プレミアム率15%
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人
権
擁
護
委
員
法
が
昭
和
24
年
６
月
１
日

に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
毎
年
６

月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
し
て

定
め
て
い
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町

村
長
か
ら
推
薦
さ
れ
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
方
で
す
。
主
に
、
人
権
相
談
や
街
頭
啓

発
、
出
前
教
室
な
ど
人
権
の
大
切
さ
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
活
動
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
毎
年
６
月
１
日
に
は
、
全
国
一
斉
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
、
相
談
を
受
け
付
け
る

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
人
権
に
つ
い
て
の
悩
み
や
心
配
ご
と
が
あ

る
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
本
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
６
月
１
日
分
を
含

め
、
特
設
人
権
相
談
所
の
開
設
は
当
面
の
間

中
止
い
た
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

○ 

宮
崎
県
内
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
、
父
及

び
寡
婦
の
方
で 

調
理
実
務
経
験
が
2
年

以
上
あ
り
、
県
が
実
施
す
る
調
理
師
試
験

を
受
験
す
る
方

○
講
習
会
を
2
日
間
と
も
出
席
で
き
る
方

【
講
座
の
内
容
】

　
調
理
師
試
験
準
備
講
座
（
13
・
75
時
間
） 

　
会
場
：
宮
崎
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
5
階

　
大
会
議
室
（
宮
崎
市
霧
島
１
|
１
|
２
）

　
定
員
： 

30
名
程
度

　
開
催
日
８
／
22（
土
）、
８
／
23（
日
）の

　
2
日
間
　
※
9
時
～
16
時
20
分

【
受
講
料
】
無
　
料
（
但
し
、
テ
キ
ス
ト
は

受
講
生
負
担
：
テ
キ
ス
ト
は
県
内
保
健
所
に

て
購
入
下
さ
い
） 

【
必
要
な
書
類
】

① 

令
和
2
年
度
「
就
業
支
援
講
習
会
受
講
申

込
書
」（
様
式
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
最
寄
り
の
市
町
村
（
こ

ど
も
課
等
））

② 

調
理
師
試
験
受
験
願
書
の
写
し
（
受
領
印

の
あ
る
も
の
）

③ 

児
童
扶
養
手
当
証
書
・
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
受
給
資
格
者
証
の
写
し

【
応
募
締
切
】
7
月
31
日
（
金
）
締
切

※ 

先
着
順
と
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申

込
み
下
さ
い
。 

ま
な
と
こ
ろ
で
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
本
町
で
も
、赤
十
字
奉
仕
団
や
Ｊ
Ｒ
Ｃ（
青

少
年
赤
十
字
）
加
盟
校
の
生
徒
た
ち
が
、
赤

十
字
の
思
想
を
胸
に
日
々
活
動
し
て
い
ま
す
。

赤
十
字
活
動
へ
の
参
加
と
活
動
資
金
（
寄
付

金
）
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
る
赤
十
字
運
動

月
間
を
含
め
、
こ
れ
か
ら
も
町
民
の
皆
さ
ま

の
赤
十
字
活
動
へ
の
ご
理
解
と
、
温
か
い
ご

支
援
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
　
門
川
町
分
区
長

　
日
向
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
　
　

　
☎
０
９
８
２
|
５
５
|
９
１
１
１

　
宮
崎
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
延
岡
支
所
　

　
☎
０
９
８
２
|
３
１
|
０
９
９
８

　
昨
年
5
月
の
赤
十
字
運
動
月
間
か
ら
3
月

末
ま
で
に
、
町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
活
動
資
金
（
寄
付
金
）
は
総
額
２
，

１
０
９
，
０
１
８
円
で
し
た
。
ご
協
力
い
た

だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
活
動
資
金
（
寄
付
金
）
は
、
今

後
、
日
本
赤
十
字
社
が
行
う
災
害
救
援
活
動

や
医
療
・
社
会
福
祉
事
業
、
献
血
の
推
進
活

動
、
青
少
年
赤
十
字
の
育
成
な
ど
、
さ
ま
ざ

【
参
考
】
令
和
2
年
度
宮
崎
県
調
理
師
試
験

の
願
書
提
出
先
は
県
内
各
保
健
所
（
受
付
期

間
５
／
25
～
６
／
19
）

【
応
募
先
（
お
問
い
合
わ
せ
）】

宮
崎
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

〒
８
８
０
|
０
０
０
７

宮
崎
市
原
町
２
| 

22

宮
崎
県
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内

電
話
／
Ｆ
Ａ
Ｘ

０
９
８
５
|
２
２
|
４
６
９
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

宮
崎
県
母
子
福
祉
連
合
会
　
検
索

　
く
ら
し
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
住
民
の
消
費

生
活
（
悪
質
商
法
や
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
な

ど
）
に
関
す
る
相
談
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た

り
、
町
へ
の
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
提
供

や
啓
発
活
動
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
町
内
で
も
「
架
空
請
求
」
や
「
送
り
つ
け

詐
欺
」
な
ど
、
悪
質
な
手
口
が
発
生
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
ら
す

ぐ
に
お
近
く
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
く
ら
し
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
】

　
山
崎
　
珠
枝
さ
ん
（
本
町
）

　
竹
本
　
眞
巳
さ
ん
（
上
町
）

　　
消
費
生
活
に
関
す
る
ご
相
談
・
お
問
い
合

わ
せ
は
く
ら
し
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ほ
か
、
下

記
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
宮
崎
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
者
と
使

用
者
と
の
間
に
生
じ
た
職
場
の
ト
ラ
ブ
ル

（
パ
ワ
ハ
ラ
、
賃
金
未
払
、
解
雇
等
）
に
つ

い
て
、
随
時
、
秘
密
厳
守
・
無
料
で
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
以
下
の
日
程
で
日
曜
日
に
も
相
談

を
お
受
け
す
る
「
働
く
あ
ん
し
ん
を
サ
ポ
ー

ト
！
労
働
相
談
の
日
」
を
開
催
し
ま
す
。

【
受
付
期
日
】

令
和
２
年
６
月
７
日
（
日
）

９
時
～
12
時
／
13
時
～
17
時

※
通
常
は
平
日
の
８
時
30
分
～
12
時

　
13
時
～
17
時

※ 

面
談
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に
電

話
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
県
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
労
働
者
及
び

使
用
者

【
場
　
所
】

　
宮
崎
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
宮
崎
市
橘
通
東
１
丁
目
９
―
10

 

　（
県
庁
３
号
館
６
階
）

【
相
談
方
法
】

　
電
話
、
面
談
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（「
宮
崎
県
労
働
相
談
メ
ー
ル
送
信
フ
ォ
ー

ム
」
で
検
索
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
宮
崎
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
相
談
専
用
電
話

　「
働
く
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル
」

　
　
☎
０
９
８
５
―
２
６
―
７
５
３
８

　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
９
８
５
―
２
０
―
２
７
１
５

　
門
川
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
　
　
　
　
　

　
☎
０
９
８
２
|
６
３
|
１
１
４
０

　（
内
線
２
９
２
）

あ
や
し
い
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
相
談
！

令
和
２
年
度
の
『
く
ら
し
の
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
』
を
紹
介
し
ま
す

令
和
元
年
度
赤
十
字
活
動
へ
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

5
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す
！

６
月
１
日
は

人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

働
く
あ
ん
し
ん
を
サ
ポ
ー
ト
！

「
労
働
相
談
の
日
」を
開
催
し
ま
す
！

令
和
２
年
度
就
業
支
援
講
習
会

調
理
師
試
験
準
備
講
習
会

受
講
生
募
集

◎家内労働をお探しの方へ
　就職相談支援センター（家内労働相談窓口）までお気軽にご相談ください。

就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、無料の情報提供とあっせんを行っています。

延岡就職相談支援センター（延岡・日向地区）
延岡市愛宕町2-15　宮崎県延岡総合庁舎内1階　延岡県税・総務事務所内
TEL／FAX：0982-35-3364
受付日：月～金曜日（祝祭日、年末年始は休業）　受付時間：午前９時から午後５時まで

家内労働（内職）情報

内職者を募集しています！
〈仕事によっては細かい作業もあり、その他の求人条件が加わることもあります〉

より詳しい情報は

仕事の内容

合皮製品（イスカバー）の
メンテナンス

委託地域

門川町（一部地域）、日向市

工　賃

１枚　５～10円

縫製作業
（工業用ミシンを使ったパーツ加工）

門川町、日向市 ３～10円

レンタルクロス破損品の補修 門川町（一部地域）、日向市
修繕１箇所20円
検品１枚10円

ナフキンの折り作業 門川町（一部地域）、日向市 １枚　２～５円

やきとり製造
（串に肉や野菜を刺す作業）

門川町、延岡市、日向市 １串　３～６円

令和２年３月25日現在

宮崎  内職 検索

令和元年度　日赤活動資金（寄付金）実績一覧表　 令和 2.3.31 現在
地区名
松瀬

三ヶ瀬
上井野
大内原
小松
大丸
小園

城屋敷
中山

五十鈴
平城東
城ヶ丘
平城西
梅ノ木

南町 1 区
南町 2 区
南ヶ丘
上町
本町

東栄町
西栄町
宮ヶ原

日赤奉仕団集金分
職場寄付金

その他
合　計

令和元年度 目標額

納入済額（円）
5,400

26,100
23,700
10,080
11,100
13,500
23,000
21,300
18,900
30,000
84,600
54,000
72,000
33,900
43,200
18,300
64,800
50,400
46,500
76,800
84,600

110,100

地区名
栄ヶ丘
竹名
旭町

尾末東
後向
中尾

下納屋
上納屋 1 区
上納屋 2 区
上納屋 3 区

中村
加草 1 区
加草 2 区
加草 3 区
加草 4 区
加草 5 区
庵川西
須賀崎
庵川東
牧山

谷ノ山
地区寄付金合計

納入済額（円）
53,400
12,000
15,600
10,800
11,700
29,400
50,100
14,100
16,800
16,200
22,800

173,100

20,100
90,900
47,100
45,900
12,300
1,500

1,566,080
494,000
45,200
3,738

2,109,018
2,144,000
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★
水
道
料
金
の
口
座
振
替
に
つ
い
て

　�

　
５
月
25
日
は
、
４
月
分
の
口
座
振
替
日
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
５
月
25
日
に
引
落
し
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
、
６
月
10
日
に
再
振
替
し
ま
す
。
な
お
、
３
月
分
の
再
振
替
は
５
月

11
日
に
行
い
ま
す
。

★
水
道
料
金
の
納
付
書
に
つ
い
て

　�

　
今
月
上
旬
に
水
道
料
金
４
月
分
の
納
付
書
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。
納
付
書
は
ハ
ガ
キ

タ
イ
プ
に
な
っ
て
お
り
、
丁
寧
に
は
が
し
て
料
金
を
ご
確
認
の
上
、
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

５ 
月
の
水
道
当
番
表

日 月 火 水 木 金 土

２
請関

５/１
請関

３
小松

４
小泉

５
富高

６
叶設

７
請関

８
小松

９
小泉

１０
小松

１１
小松

１２
小松

１３
小松

１４
小松

１５
小松

１６
小松

１７
小泉

１８
小泉

１９
小泉

２０
小泉

２１
小泉

２２
小泉

２３
小泉

２４
富高

２５
富高

２６
富高

２７
富高

２８
富高

２９
富高

３０
富高

６/１
叶設

２
叶設

３
叶設

４
叶設

５
叶設

６
叶設

３１
叶設

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

請関水道設備工業
叶設（きょうせつ）
小泉管工事工務店
富 高 工 務 店
小　松　設　備

昼　間
63-1286
95-0655
63-1251
63-4882
63-7235

夜　間
63-1286
63-7148
63-1251
63-4882
63-7235

門川町役場  環境水道課 63-7678 (代)63-1140

事　業　者

国民年金保険料の追納をおすすめします！
　国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比
べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
　しかし、免除等を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することにより、老齢基
礎年金の年金額を増やすことができます。追納をご希望の場合にはお申し込みが必要です。追納が
できるのは、追納が承認された月の前 10 年以内の期間です。

※ 免除等を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納する場合には加算額が上乗せされ
ます。

手続きに必要なもの
　①年金手帳　②認印

手続きをする場所・問い合わせ先
　門川町役場　町民課医療年金係（電話 0982-63-1140）
　延岡年金事務所（電話 0982-21-5424）

日時：５月28日（木）午前10時から午後３時まで
場所：日向市中央公民館
ご予約は、延岡年金事務所（☎０９８２─２１─５４２４）まで

5月のカレンダー
（令和２年４月20日現在）

土
5/1 2

土日

3 8 95 6 74

10 15 1612 13 1411

17 22 2319 20 2118

24 29 3026 27 2825

31

月 火 水 木 金

憲法記念日 こどもの日みどりの日 振替休日

乳児前期健診
〈R1年12月・R2年
1月生〉（13：15～
13:45門川町総
合福祉センター）
かどがわ温泉
心の杜休館日

３才児健診
〈H28年10・11月生〉
（13：15～13：45受付
門川町総合福祉セン
ター）



「町報かどがわ」についてのご意見 ･ ご要望は総務課までハガキか FAX でお送りください。
門川町公式ホームページ　http://www.town.kadogawa.lg.jp/
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●町内人口

（　　）内は前月

４月１日現在

男

8,285
（8,318）

9,148
（9,185）

17,433
（17,503）

6,908
（6,899）

女 計 世帯数

お問い合わせ　町民課　健康づくり係

軽自動車税（全期）
今月の納期

作り方
①魚の切り身は塩麹をかけておく。
②玉ねぎは薄切り、スナップえんどうは筋をとり食べやすい大きさに切る。
　ミニトマトは２等分に切る。
③しめじは根元を切り落とし、小房に分けておく。
④アルミホイルに玉ねぎとしめじをひき、魚をのせ、その上にトマトとスナップえんどうを飾り、
　ホイルで包む。
⑤フライパンに並べ、弱火で10～15分ほど蒸し焼きにする。

Webで口座振替の申込みができます。
お申し込みは、町ホームページおよびQRコードから

へら塩・ベジ活・地産地消レシピ「白身魚のホイル焼き」
～門川どれの“石鯛”と野菜！塩麹が春野菜の甘味と魚のうま味を引き出します♪～

1日にとりたい野菜の目標量は
350ｇです。

※目安は、1日５皿程度の野菜料理です!!
（問合せ先）町民課　健康づくり係

材料(４人分)

1人当たり：野菜約70g（目標の1/5以上の野菜がとれる）

・石鯛……………………………………
・新たまねぎ………………………………
・スナップえんどう………………………
・ミニトマト………………………………
・しめじ……………………………………
《調味料》
・塩麹……………………………………………
※お好みでバターやオリーブ油をかけてもおいしいです。

280g（４切れ）
160g（１個）
80g（12房）
80g（12個）
60g（2/3袋）

小さじ４

～守ろう 健康　食べよう かどがわの食～

“Good へら塩  Motto ベジ活”


